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５ 定量的な目標値の設定

（１）定量的な目標値の設定
①居住に関する目標値
②都市機能に関する目標値
③公共交通に関する目標値
④防災に関する目標値

９

＜立地適正化計画＞
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（１）定量的な目標値の設定
まちづくりの方針を実現するために設定した誘導施策の進捗を評価する指標として、

目標値を次のとおり設定します。

目標指標 良質な住環境の形成居住誘導区域の人口密度

①居住に関する目標値

基準値 中間目標値 目標値

令和２（２０２０）年 令和１０（２０２８）年 令和１５（２０３３）年

４９．3人/ha 推計値 ４６．7人/ha 以上 推計値 ４４．6人/ha 以上

人口減少が進行する将来、都市サービスを維持し、提供し続けるためには、一定の居住
人口によって都市機能を支えるための都市づくりが必要になります。
そこで、居住誘導区域内の人口密度を以下のとおり設定します。

※１ｈａ当たり４０人：既成市街地の人口密度の基準

10
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目標指標 良質な住環境の形成都市機能誘導区域内の誘導施設の数

基準値 中間目標値 目標値

令和５（２０２３）年 令和１０（２０２８）年 令和１５（２０３３）年

4４ 施設 4５ 施設 4６ 施設

②都市機能に関する目標値
生活利便性を維持・向上していくためには、都市機能誘導区域内の生活利便機能を維

持・増進していくこと必要があります。
そこで、都市機能誘導区域内の誘導施設数を以下のとおり設定します。

（１）定量的な目標値の設定
まちづくりの方針を実現するために設定した誘導施策の進捗を評価する指標として、

目標値を次のとおり設定します。
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目標指標 良質な住環境の形成路線バス輸送人員

③公共交通に関する目標値

基準値 中間目標値 目標値

令和３（２０２１）年 令和１０（２０２８）年 令和１５（２０３３）年

【市内路線】 ３５６ 千人/年 ５２０ 千人/年
次期地域公共交通計画の

目標値

【市外路線】 2,637 千人/年 3,500 千人/年
次期地域公共交通計画の

目標値

各拠点間や居住地とのネットワーク形成を担う公共交通の持続性を確保するためには、
一定の利用者を維持していく必要があります。
そこで、路線バス利用者数を以下のとおり設定します。

（１）定量的な目標値の設定
まちづくりの方針を実現するために設定した誘導施策の進捗を評価する指標として、

目標値を次のとおり設定します。
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目標指標 良質な住環境の形成避難行動要支援者避難支援制度に参画する協力自治会の割合

④防災に関する目標値

基準値 中間目標値 目標値

令和５（２０２３）年 令和１０（２０２８）年 令和１５（２０３３）年

４４％ ５９％ ７５％

災害時、自ら避難することが困難であり、支援を必要とする「避難行動要支援者」とさ
れる方たちは、情報を速やかに入手できないという不安があります。大規模災害時等に要
支援者の方々に迅速かつ安全な避難をしていただくためには、自治会など地域の住⺠組織
による避難支援体制の充実が必要不可欠となります。
そこで、避難行動要支援者避難支援制度に参画する協力自治会の割合を以下のとおり設

定します。

（１）定量的な目標値の設定
まちづくりの方針を実現するために設定した誘導施策の進捗を評価する指標として、

目標値を次のとおり設定します。
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